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神
崎
勝
一
郎
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
神
崎
勝
一
郎
君
よ
り
提
出
さ
れ
た
学
位
請
求
論
文
『
明
治
初
期
地

方
官
の
研
究
ー
三
新
法
と
地
方
官
1
』
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ

る
。

　
序
　
章

第
－
部

　
第
一
章

　
　
第
一
節

　
　
第
二
節

　
　
　
（
一
）

　
　
　
（
二
）

　
　
第
三
節

　
　
　
（
一
）

　
　
　
（
二
）

　
　
第
四
節 　

本
稿
の
視
角
と
構
成

明
治
初
年
の
地
方
官

　
明
治
初
年
の
地
方
行
政
と
地
方
官

は
じ
め
に

地
方
行
政
を
め
ぐ
る
民
部
官
と
会
計
官

大
久
保
利
通
の
民
心
掌
握
と
地
方
官

会
計
官
の
財
政
政
策

民
蔵
問
題
と
地
方
官

版
籍
奉
還
後
の
地
方
行
政

民
蔵
分
離
と
地
方
官

廃
藩
置
県
と
大
蔵
省

　
第
五
節
　
む
す
び
に

第
二
章
　
留
守
政
府
期
の
地
方
官
－
神
奈
川
県
権
令
大
江
卓
の
事
例

　
　
を
中
心
と
し
て
ー

　　　　　　　第
第　　　　　第II
四第第第第第三部第第　　第　　　第第
章五四三二一章　五四〇会三⊇02二一
　節節節節節　内節節じ＿節じじ＿節節

は
じ
め
に

廃
藩
置
県
後
の
地
方
行
政

廃
藩
置
県
と
大
蔵
省

左
院
の
内
務
省
設
置
論
と
地
方
官

税
制
改
正
と
地
方
官
会
同

マ
リ
ア
・
ル
ス
号
事
件
と
大
江
卓

大
江
卓
の
神
奈
川
県
権
令
就
任

「
芸
娼
妓
解
放
令
」
と
大
江
卓

大
江
卓
の
神
奈
川
県
政

む
す
び
に

内
務
省
と
地
方
官

　
内
務
省
設
置
と
地
方
官

　
は
じ
め
に

　
内
務
省
設
置
と
明
治
七
年
地
方
官
会
議
延
期

　
内
務
省
土
木
寮
権
頭
石
井
省
一
郎
の
河
川
政
策

　
地
方
官
会
議
開
催
と
地
方
官

　
む
す
び
に

内
務
省
設
置
前
後
の
地
方
官
－
千
葉
県
令
柴
原
和
の
事
例

　
を
中
心
と
し
て
1

第
一
節
は
じ
め
に
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第
二
節

　
　
第
三
節

　
　
　
（
一
）

　
　
　
（
二
）

　
　
第
四
節

　
　
　
（
一
）

　
　
　
（
二
）

　
　
第
五
節

第
皿
部

　
第
五
章

　
　
第
一
節

　
　
第
二
節

　
　
　
（
一
）

　
　
　
（
二
）

　
　
第
三
節

　
　
第
四
節

　
　
　
（
一
）

　
　
　
（
二
）

　
　
第
五
節

　
第
六
章

明
治
六
年
地
方
官
会
同
と
柴
原
和

千
葉
県
の
大
区
小
区
制
と
行
政
の
広
域
化

千
葉
県
に
お
け
る
大
区
小
区
制
の
成
立

大
区
小
区
制
と
大
小
区
取
扱
所

千
葉
県
会
と
柴
原
和

千
葉
県
会
と
代
議
人
の
選
出

千
葉
県
会
に
お
け
る
議
案
の
審
議

む
す
び
に

三
新
法
と
地
方
官

　
三
新
法
制
定
と
地
方
官

　
は
じ
め
に

内
務
省
内
政
の
開
始

勧
業
行
政
と
地
方
官

内
務
省
地
方
行
政
の
画
一
化

　改

租
事
業
と
地
方
官

　
三
新
法
制
定
と
地
方
官
会
議

　内

務
省
と
民
費
問
題

　
三
新
法
立
案
と
明
治
十
一
年
地
方
官
会
議

　
む
す
び
に

三
新
法
運
用
と
地
方
官
－
神
奈
川
県
令
野
村
靖
の
事
例
を

　
中
心
と
し
て
1

第
一
節
は
じ
め
に

第
二
節
　
三
新
法
制
定
後
の
府
県
会
i
地
方
官
と
府
県
会
の
権

　
　
限
－

　
第
三
節
　
神
奈
川
県
会
と
野
村
靖

　
　
（
一
）
　
十
二
、
十
三
年
度
神
奈
川
県
会
と
野
村
靖

　
　
（
二
）
　
「
備
荒
儲
蓄
法
」
と
十
三
年
度
臨
時
会

　
第
四
節
　
三
新
法
改
正
と
野
村
靖

　
　
（
一
）
　
明
治
政
府
と
三
新
法
改
正

　
　
（
二
）
　
野
村
靖
の
地
方
官
像
－
中
央
政
府
と
府
県
と
の
関
係
－

　
第
五
節
　
む
す
び
に

終
　
章
　
む
す
び
に
ー
明
治
十
五
年
十
二
月
の
三
新
法
改
正
と
地
方

　
　
官
1

《
引
用
史
料
・
参
考
文
献
一
覧
》

　
こ
れ
ま
で
、
明
治
初
期
に
お
け
る
政
治
史
研
究
は
、
体
制
側
か
ら

の
研
究
と
自
由
民
権
等
の
運
動
史
の
研
究
に
分
か
れ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
明
治
初
期
に
お
け
る
中
央
集
権
化
の
過
程
が
、
官
－
民
の
二

分
法
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
か
る
問
題

意
識
か
ら
、
神
崎
君
は
本
論
文
で
、
体
制
側
と
運
動
側
両
者
を
架
橋

す
る
存
在
と
し
て
、
地
方
官
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
明
治

初
年
か
ら
三
新
法
運
用
ま
で
に
お
い
て
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
中
央

集
権
化
に
向
け
て
中
央
と
地
方
の
統
合
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
っ
た

か
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。

　
本
論
文
で
神
崎
君
は
、
ま
ず
各
地
域
に
お
け
る
旧
慣
に
関
係
な
く
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中
央
集
権
化
を
進
め
て
い
る
画
一
性
と
、
各
地
域
に
お
け
る
旧
慣
を

考
慮
し
な
が
ら
中
央
集
権
化
を
進
め
て
い
く
地
域
性
と
の
二
つ
の
概

念
軸
か
ら
分
析
を
進
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
官
か
民
か
、
地
方
官

か
ら
す
れ
ば
、
中
央
か
地
方
か
と
い
う
、
二
者
択
一
的
な
問
題
に
簸

小
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
。
本
論
文
で
は
、
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
三
部
構
成
と
し
、
各
部

は
、
ま
ず
総
論
と
し
て
中
央
と
地
方
官
の
政
治
的
関
係
を
、
中
央
の

地
方
行
政
政
策
と
関
連
さ
せ
て
考
察
す
る
。
つ
い
で
各
論
に
お
い
て
、

事
例
研
究
と
し
て
具
体
的
な
地
方
官
を
取
り
上
げ
、
地
方
官
が
ど
の

よ
う
に
中
央
集
権
化
に
向
け
て
、
中
央
と
地
方
を
統
合
し
て
い
っ
た

か
を
解
明
し
て
い
る
。
以
下
、
各
章
の
要
旨
を
紹
介
し
、
適
宜
評
価

を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
第
一
章
で
は
、
明
治
元
年
か
ら
廃
藩
置
県
ま
で
の
地
方
行
政
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
大
蔵
省
批
判
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
地
方
官

が
、
実
際
に
府
県
統
治
を
行
っ
て
い
く
上
で
抱
い
た
問
題
点
を
考
察

し
て
い
る
。
明
治
初
年
、
中
央
政
府
内
に
お
け
る
地
方
行
政
に
あ
っ

て
は
、
民
心
掌
握
を
第
一
に
掲
げ
る
大
久
保
利
通
や
広
沢
真
臣
ら
の

民
部
省
系
と
、
早
期
に
財
政
確
立
を
目
指
す
大
隈
重
信
や
井
上
馨
ら

の
大
蔵
省
系
と
の
問
に
対
立
が
あ
っ
た
。
大
久
保
や
広
沢
ら
は
、
民

政
部
門
を
会
計
部
門
か
ら
分
離
し
て
民
部
省
の
指
揮
の
下
、
な
る
べ

く
項
末
な
事
は
地
方
官
に
委
任
し
つ
つ
民
心
掌
握
に
努
め
さ
せ
て
い

た
。
し
か
し
一
方
、
主
た
る
財
源
が
直
轄
府
県
か
ら
の
貢
租
が
中
心

で
あ
っ
た
た
め
、
大
隈
ら
は
早
期
に
財
政
確
立
を
目
指
す
必
要
性
か

ら
、
収
税
確
保
の
た
め
の
地
方
行
政
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
版
籍
奉
還
後
か
ら
、
大
隈
ら
の
地
方
行
政
へ
の
関

与
が
強
ま
っ
て
い
き
、
地
方
官
は
収
税
に
関
し
て
全
て
大
蔵
省
の
指

示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
大
蔵
省
は
各
地
の
旧
慣
を

無
視
し
た
収
税
を
行
い
、
そ
れ
は
明
治
三
年
七
月
の
民
蔵
分
離
以
降

も
変
化
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
地
方
官
に
よ
る
大
蔵
省
批
判

と
い
う
従
来
の
指
摘
に
加
え
、
本
論
文
で
は
地
方
官
は
府
県
統
治
の

問
題
を
提
起
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
一
に
、
東

京
か
ら
遠
い
府
県
の
地
方
官
は
政
府
の
指
令
が
遅
く
な
る
事
の
不
便

さ
か
ら
、
緊
急
時
に
お
け
る
権
限
の
付
与
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
。
第
二
に
、
何
よ
り
も
地
方
官
は
「
府
藩
県
三
治
制
」
の
矛
盾

に
直
面
す
る
。
版
籍
奉
還
後
、
制
度
の
上
で
は
藩
知
事
は
政
府
任
命

の
地
方
官
に
な
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
藩
知
事
は
貢
租
収
税
に
関

し
て
政
府
か
ら
必
ず
し
も
統
制
を
受
け
て
お
ら
ず
、
貢
租
減
免
の
権

限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
地
方
官
は
府
県
に
お
け
る
民
心
掌
握
が
覚

束
な
く
な
る
事
を
憂
慮
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
官
は
単
な
る
政

府
の
出
先
機
関
の
み
に
な
り
得
な
か
っ
た
一
方
で
、
彼
ら
自
身
が

「
画
一
的
な
府
県
制
度
と
な
る
郡
県
制
へ
の
移
行
を
求
め
た
」
と
い

う
指
摘
は
興
味
深
い
。
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第
二
章
で
は
、
留
守
政
府
期
に
お
け
る
大
蔵
省
の
地
方
行
政
の
推

移
と
、
当
該
期
に
お
け
る
地
方
官
の
意
識
と
行
動
に
つ
い
て
、
神
奈

川
県
権
令
大
江
卓
を
事
例
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。
大
蔵
省
に
よ
る

地
方
に
対
す
る
財
政
統
制
は
、
地
方
官
に
対
し
て
租
税
に
関
す
る
一

切
の
権
限
を
与
え
ず
、
府
県
の
地
域
性
に
つ
い
て
は
全
く
考
慮
し
な

か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
歳
入
調
査
の
結
果
、
歳
入
不
足

に
陥
る
事
を
知
っ
た
大
蔵
省
は
新
税
制
へ
の
移
行
に
乗
り
出
し
、
井

上
馨
大
蔵
大
輔
は
、
地
方
官
の
自
立
性
を
認
め
、
財
政
的
統
制
の
緩

和
を
企
図
す
る
。
か
か
る
点
に
つ
い
て
従
来
の
研
究
で
は
、
国
税
・

地
方
税
を
分
離
す
る
経
緯
租
の
制
定
や
地
方
官
会
同
の
開
催
が
地
方

官
の
同
意
を
取
り
つ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
、
井
上
の
受
動
性

に
注
目
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
神
崎
君
は
、
井
上
が
陸
奥
宗

光
や
松
方
正
義
な
ど
地
方
官
経
験
者
を
登
用
し
て
い
る
点
な
ど
に
着

目
し
、
「
自
ら
地
方
官
と
連
携
し
て
、
税
制
改
正
を
行
お
う
と
す
る

積
極
的
な
姿
勢
も
見
ら
れ
る
」
と
妥
当
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

　
第
三
節
以
下
で
は
、
神
奈
川
県
権
令
大
江
卓
を
事
例
と
し
て
考
察

が
な
さ
れ
て
い
る
。
マ
リ
ア
・
ル
ス
号
事
件
に
つ
い
て
、
同
君
は
大

江
が
自
己
の
権
限
の
み
で
は
対
処
し
き
れ
な
い
と
判
断
し
た
部
分
に

関
し
て
は
、
常
に
外
務
省
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
で
、
裁
判
を
す
す
め

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
芸
娼
妓

解
放
令
」
に
つ
い
て
も
、
大
江
は
中
央
で
の
動
向
を
踏
ま
え
、
い
ち

早
く
県
内
に
人
身
売
買
禁
止
の
布
告
を
出
し
た
点
に
着
目
す
る
。
同

君
は
ま
た
、
大
江
の
神
奈
川
県
政
の
分
析
を
進
め
る
こ
と
で
、
地
方

官
の
裁
量
の
多
寡
が
、
府
県
行
政
を
左
右
し
、
地
方
行
政
の
統
一
化

を
妨
げ
て
い
る
と
見
る
。
そ
こ
で
、
大
江
は
地
方
官
会
同
に
お
い
て

敢
え
て
地
方
官
の
権
限
を
制
限
す
べ
し
と
建
言
し
、
中
央
と
地
方
官

の
役
割
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
地
方
官
は
官

吏
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
て
中
央
の
開
化
政
策
を
遂
行
し
つ
つ
も
、

「
神
奈
川
県
職
制
」
や
「
区
画
改
正
ノ
大
略
」
の
布
達
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
権
限
の
許
さ
れ
る
範
囲
で
、
旧
慣
に
基
づ
い
た
地
域
性
に

依
拠
し
て
、
府
県
行
政
を
行
っ
て
い
た
と
、
適
切
な
評
価
を
与
え
て

い
る
。

　
第
三
章
は
、
明
治
八
年
地
方
官
会
議
の
議
題
と
な
っ
た
、
地
方
行

政
上
重
要
で
あ
る
土
木
関
連
事
業
の
う
ち
、
「
堤
防
法
案
」
審
議
を

取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
内
務
省
地
方
行
政
と
地
方
官
会
議
と
の
関
係

を
考
察
し
て
い
る
。
明
治
六
年
十
一
月
に
内
務
省
が
設
置
さ
れ
、
翌

年
一
月
か
ら
そ
れ
ま
で
大
蔵
省
で
所
管
し
て
い
た
地
方
行
政
に
関
す

る
権
限
が
移
管
さ
れ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
、
各
省
と
の
権
限
は
錯

綜
し
て
い
た
た
め
、
地
方
官
は
早
急
に
中
央
と
地
方
の
関
係
が
確
立

し
て
い
く
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
か
か
る
点
か
ら
も
地
方
官
会
議
は

重
要
だ
っ
た
と
い
う
的
確
な
指
摘
は
注
目
に
値
す
る
。
地
方
官
は
、

内
治
優
先
を
掲
げ
た
内
務
省
の
方
針
を
受
け
、
土
木
事
業
に
重
点
を
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置
く
な
ど
の
府
県
行
政
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
台
湾
出
兵

と
佐
賀
の
乱
と
い
っ
た
内
憂
外
患
に
よ
り
、
地
方
官
は
土
木
費
削
減

を
迫
ら
れ
、
明
治
七
年
に
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
た
地
方
官
会
議
も

延
期
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
中
、
内
務
省
土
木
寮
権
頭
石
井
省
一
郎
は
、
低
水
工
事

に
よ
る
水
運
網
整
備
に
重
点
を
置
い
た
河
川
政
策
を
推
進
し
よ
う
と

し
て
い
た
。
神
崎
君
は
「
堤
防
法
案
」
の
原
案
に
あ
た
る
「
河
港
道

路
（
川
）
見
込
書
　
河
川
之
部
」
が
、
石
井
の
手
に
よ
っ
て
作
成
さ

れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
石
井
は
事
業
主
体
を
内
務
省
土
木
寮
に

す
る
こ
と
で
、
国
の
役
割
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
同
法
案

の
主
眼
で
あ
る
こ
と
を
見
事
に
指
摘
し
て
い
る
。
同
法
案
は
、
ま
ず

工
事
費
用
の
み
を
規
定
し
、
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
河
川
等
級
を
廃
止

し
、
事
業
内
容
に
応
じ
て
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
明
確
に
し
よ
う

と
し
た
。
明
治
八
年
の
地
方
官
会
議
に
お
い
て
、
地
方
官
は
事
業
区

分
に
よ
る
役
割
分
担
に
つ
い
て
大
部
分
が
賛
成
で
あ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
神
崎
君
は
特
に
、
こ
れ
ま
で
弊
害
の
あ
っ
た
河

川
事
業
に
お
け
る
隣
県
と
の
調
整
に
、
広
域
問
題
と
し
て
内
務
省
が

関
与
し
て
く
れ
る
と
の
期
待
が
あ
っ
た
と
す
る
興
味
深
い
指
摘
を
し
、

明
治
八
年
地
方
官
会
議
は
、
内
務
省
の
地
方
行
政
政
策
を
補
完
す
る

側
面
も
あ
っ
た
と
、
従
来
と
は
異
な
る
新
た
な
見
解
を
導
き
出
し
て

い
る
。

　
第
四
章
は
、
内
務
省
設
置
前
後
か
ら
明
治
九
年
頃
ま
で
の
、
柴
原

和
の
千
葉
県
政
を
中
心
に
、
「
地
方
三
新
法
」
制
定
以
前
に
お
け
る

県
政
の
構
造
上
の
間
題
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
同
君
は
『
千

葉
県
史
料
』
や
『
千
葉
県
議
会
史
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
第
四
大

区
区
長
の
『
重
城
保
日
記
』
、
さ
ら
に
は
東
京
大
学
近
代
日
本
法
政

史
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
『
千
葉
県
日
誌
附
議
事
場
日
誌
』
な
ど
の
多

数
の
史
料
を
駆
使
し
て
、
内
務
省
設
置
前
後
に
お
け
る
柴
原
和
の
県

政
は
、
県
と
地
域
社
会
と
の
関
係
を
如
何
に
一
元
的
か
つ
一
円
的
に

し
て
い
く
か
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。

柴
原
が
、
地
域
社
会
の
理
解
を
必
要
不
可
欠
と
み
、
と
り
わ
け
江
戸

時
代
に
お
け
る
村
役
人
を
ど
の
よ
う
に
県
行
政
に
取
り
込
ん
で
い
く

か
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
し
か
し
一
方
で
、
中
央
政
府
が
打
ち
出
し
て
く
る
様
々
な
近
代
化

政
策
は
、
も
は
や
町
村
レ
ベ
ル
で
は
完
結
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
広
域
化
し
て
く
る
行
政
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
柴
原
が
考
え
出
し
た
「
区
内
役
員

公
撰
式
」
は
、
広
域
化
し
て
く
る
行
政
に
対
応
で
き
る
行
政
区
画
を

大
区
に
設
定
し
、
大
区
内
に
あ
る
各
町
村
か
ら
有
力
者
を
選
び
出
さ

せ
て
代
議
人
と
し
、
そ
の
代
議
人
の
資
格
を
も
っ
て
区
長
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
大
区
レ
ベ
ル
で
は
、
県
の
行
政
が
実
効

性
を
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
決
し
て
町
村
を
無
視
で
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き
な
か
っ
た
。
地
租
改
正
の
遂
行
に
は
、
村
請
制
と
い
う
村
を
単
位

と
し
た
貢
租
納
入
と
村
役
人
の
立
替
払
制
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と

に
原
因
が
あ
っ
た
。
柴
原
が
、
「
公
権
力
」
の
及
ば
な
い
範
囲
と
し

て
、
町
村
を
放
任
し
、
予
算
制
度
に
よ
る
事
前
徴
収
と
、
県
内
を
平

均
賦
課
す
る
「
公
費
」
と
い
う
概
念
を
創
出
し
た
点
は
、
三
新
法
制

定
過
程
に
お
い
て
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
い
か
に
区
長
た
ち
が
県
行

政
に
対
す
る
親
近
性
を
抱
い
て
も
、
選
出
基
盤
が
町
村
に
あ
る
が
故

に
、
町
村
を
行
財
政
上
無
視
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き

点
で
あ
る
。

　
第
五
章
は
、
三
新
法
の
制
定
意
義
を
再
評
価
す
べ
く
、
明
治
零
年

代
末
期
か
ら
三
新
法
制
定
に
か
け
て
の
、
地
方
官
に
よ
る
地
方
統
治

の
実
態
を
考
察
し
て
い
る
。
明
治
八
年
に
入
る
と
、
内
務
省
は
殖
産

興
業
を
推
進
す
べ
く
勧
業
行
政
に
積
極
的
に
取
り
組
む
。
勧
業
推
進

に
は
地
方
官
た
ち
も
期
待
を
寄
せ
、
同
年
十
一
月
に
は
、
新
た
に
府

県
に
勧
業
課
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
府
県
が
勧
業
の
実
施

主
体
と
な
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
府
県
と
い
う
新
た
な
区

画
内
に
お
い
て
推
進
さ
れ
る
行
政
が
、
勧
業
政
策
を
通
じ
て
地
域
有

力
者
の
理
解
を
得
ら
れ
る
状
況
に
な
っ
て
き
た
と
、
神
崎
君
は
指
摘

し
て
い
る
。
一
方
で
明
治
九
年
に
な
る
と
、
内
務
省
の
地
方
行
政
は

画
一
的
な
中
央
集
権
化
と
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
同
君
は
、
画
一
化

の
み
が
目
指
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
県
官
任
期
例
」
は
地
方
官

の
長
期
赴
任
・
土
着
化
に
よ
っ
て
、
地
方
統
治
上
の
摩
擦
を
減
少
し
、

府
県
を
単
位
と
し
た
地
域
性
の
確
保
も
目
指
さ
れ
て
い
た
と
す
る
指

摘
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
、
地
方
官
が
地
域
社
会
に
配
慮

を
示
す
の
は
、
町
村
の
行
財
政
運
営
が
依
然
と
し
て
村
請
制
に
依
存

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
地
方
官
は
、
新
政
に
理
解
を
示
し
つ
つ
あ

る
区
戸
長
の
担
い
手
で
も
あ
る
地
域
有
力
者
と
、
負
担
増
を
懸
念
す

る
零
細
農
業
の
担
い
手
で
あ
る
小
前
層
と
の
関
係
を
再
編
す
る
た
め

に
、
地
方
民
会
を
府
県
レ
ベ
ル
で
開
設
し
て
い
く
こ
と
で
、
地
域
有

力
者
を
府
県
行
政
に
取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
し
た
と
し
て
い
る
。
従

来
三
新
法
が
制
定
さ
れ
た
背
景
は
、
頻
発
し
て
く
る
新
政
反
対
一
揆

や
士
族
反
乱
へ
の
譲
歩
と
し
て
地
租
軽
減
を
行
い
、
そ
れ
に
伴
い
発

生
し
て
く
る
歳
入
減
少
へ
対
処
す
る
た
め
の
財
政
支
出
節
減
に
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
神
崎
君
は
地
方
官
が
近
代
化
政
策
に

理
解
を
示
し
つ
つ
あ
る
地
域
有
力
者
と
一
般
農
民
と
を
分
け
、
前
者

を
有
権
者
も
し
く
は
公
選
議
員
の
担
い
手
と
し
て
府
県
行
政
に
取
り

込
み
、
府
県
と
い
う
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
機
能
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
た
と
、
明
瞭
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
六
章
は
、
明
治
九
年
か
ら
十
四
年
ま
で
神
奈
川
県
令
を
務
め
た

野
村
靖
を
事
例
に
、
三
新
法
運
用
に
対
す
る
中
央
政
府
と
地
方
官
の

立
場
の
違
い
を
考
察
し
て
い
る
。
三
新
法
施
行
後
、
府
県
会
の
予
算

議
定
権
と
、
地
方
官
の
予
算
不
認
可
権
と
を
巡
っ
て
、
府
県
会
と
地
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方
官
が
対
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
神
奈
川
県
で
は
県
会
に
よ

る
予
算
案
の
大
幅
削
減
に
、
野
村
は
不
認
可
権
を
発
動
す
る
こ
と
は

せ
ず
、
府
県
会
の
予
算
議
定
権
を
尊
重
し
た
。
こ
う
し
た
野
村
の
行

動
に
つ
い
て
、
神
崎
君
は
憲
政
資
料
室
所
蔵
『
野
村
靖
文
書
』
や

『
品
川
弥
二
郎
文
書
』
に
残
さ
れ
て
い
る
野
村
の
意
見
書
に
、
市
政

専
門
図
書
館
所
蔵
『
大
森
文
書
』
中
の
「
地
方
議
会
二
関
ス
ル
意
見

書
」
に
お
け
る
他
の
地
方
官
の
意
見
を
も
分
析
す
る
こ
と
で
、
三
新

法
に
対
す
る
地
方
官
の
意
識
を
考
察
し
て
い
る
。
同
法
施
行
後
、
顕

著
に
な
っ
て
表
わ
れ
て
き
た
の
は
、
地
方
税
負
担
を
め
ぐ
る
地
域
利

害
対
立
で
あ
っ
た
。

　
特
に
、
土
木
費
負
担
を
め
ぐ
る
地
域
間
の
慣
習
の
違
い
か
ら
対
立

が
激
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
野
村
を
始
め
地
方
官
た
ち
は
実
地

経
験
か
ら
、
府
県
会
に
各
費
目
の
是
非
を
議
決
す
る
、
「
事
業
興
廃

権
」
を
付
与
す
る
こ
と
で
地
域
間
対
立
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
野
村
が
「
事
業
興
廃
権
」
を
府
県
会
に
付
与
す

べ
し
と
し
た
理
由
は
、
府
県
会
の
予
算
減
額
、
と
り
わ
け
費
目
の
性

格
上
、
事
業
内
容
を
審
議
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
土
木

費
や
勧
業
費
の
減
額
や
全
廃
は
、
地
域
利
害
対
立
に
起
因
し
て
い
る

か
ら
で
あ
り
、
府
県
会
に
「
事
業
興
廃
権
」
を
与
え
れ
ば
、
府
県
会

議
員
が
「
公
共
ノ
義
務
」
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
予
算
削
減
を
予
防

で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
地
域
利
害
対
立
を
解

消
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
明
治
十
四
年
以
降
地
方
官
と
府
県
会
と
の

対
立
が
激
化
し
、
明
治
十
五
年
十
二
月
の
三
新
法
改
正
に
よ
り
、
地

方
官
の
権
限
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
地
域
住
民
を
府
県
政
に
参
与
せ

し
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
制
定
さ
れ
た
、
三
新
法
の
理
念
が
大
き
く

転
換
し
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
以
上
、
各
章
の
要
旨
を
紹
介
し
適
宜
評
価
を
加
え
て
き
た
。
こ
れ

ま
で
明
治
初
期
地
方
官
の
研
究
は
、
あ
ま
り
活
発
で
な
く
、
十
分
な

成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
御
厨
貴
教
授
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
体
制
側
の
研
究
と
運
動
側
の
研
究
に
分
極
し
て
き
た

傾
向
が
あ
る
。
両
者
を
架
橋
す
る
研
究
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
神
崎

君
の
研
究
は
こ
う
し
た
要
請
に
正
面
か
ら
こ
た
え
た
も
の
で
あ
り
、

注
目
す
べ
き
論
考
と
い
え
る
。
日
本
行
政
史
の
分
野
に
お
い
て
も
、

日
本
法
制
史
の
分
野
に
お
い
て
も
、
早
く
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
研

究
で
あ
る
。
地
方
制
度
の
研
究
自
体
は
、
山
中
永
之
佑
氏
や
大
島
美

津
子
氏
に
よ
り
、
丹
念
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
運
用

す
る
地
方
官
自
体
の
研
究
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。

　
神
崎
君
は
明
治
初
年
の
政
治
問
題
で
あ
る
民
蔵
分
離
、
廃
藩
置
県
、

留
守
政
府
な
ど
の
動
向
と
の
関
連
に
お
い
て
、
地
方
官
の
動
態
を
実

証
的
に
解
明
し
て
い
る
。
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
『
太
政
類
典
』
、

『
公
文
録
』
、
『
公
文
別
録
』
な
ど
の
公
文
書
、
国
立
国
会
図
書
館
憲

政
資
料
室
所
蔵
の
『
三
条
家
文
書
』
、
『
広
沢
真
臣
文
書
』
、
『
大
森
鍾
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一
文
書
』
、
そ
し
て
東
京
大
学
法
学
部
附
属
近
代
日
本
法
政
史
料
セ

ン
タ
ー
所
蔵
の
関
係
文
書
を
駆
使
し
て
、
極
め
て
精
緻
な
実
証
が
行

わ
れ
て
い
る
。
神
崎
君
の
研
究
に
よ
り
、
地
方
官
の
研
究
は
大
き
く

前
進
し
た
も
の
と
高
く
評
価
で
き
る
。

　
地
方
官
が
単
な
る
政
府
の
出
先
機
関
の
み
に
な
り
得
ず
、
地
域
の

実
情
に
触
れ
て
画
一
的
な
地
方
制
度
の
現
実
的
な
限
界
を
行
政
実
務

の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
誠
に
有
益
で
あ
る
。
三
新
法

制
定
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
内
務
省
の
進
め
る
勧
業
政
策
が
、
地

域
の
有
力
者
の
理
解
な
し
に
は
進
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
は
っ
き
り
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
と
は
い
え
、
本
論
文
に
も
乗
り
越
え
る
べ
き
課
題
は
存
在
す
る
。

ま
ず
、
特
殊
性
の
強
い
地
方
官
や
地
域
を
と
り
あ
げ
、
一
般
化
が
進

め
ら
て
お
り
、
地
域
格
差
や
地
方
官
の
類
型
の
多
様
性
に
対
す
る
配

慮
を
欠
い
て
い
る
。
ま
た
、
膨
大
な
史
料
を
検
索
し
、
史
料
操
作
を

行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
牽
強
付
会

な
部
分
が
見
て
と
れ
な
く
も
な
い
。
よ
り
精
巧
な
推
敲
が
求
め
ら
れ

る
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
課
題
は
同
君
の
緻
密
な
事
例

研
究
の
積
み
重
ね
や
、
さ
ら
な
る
研
鎖
に
よ
っ
て
十
分
に
将
来
乗
り

越
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
よ
っ
て
、
審
査
員
一
同
は
一
致
し
て
神
崎
君
提
出
の
論
文
が
、
博

士
（
法
学
）
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
値
す
る
も

の
と
判
断
し
、
こ
こ
に
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
六
月
七
日

主
査

副
査

副
査

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

笠
原
　
英
彦

寺
崎
　
　
修

玉
井
　
　
清
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